
１４．学生規定 

 

（１）学習について 

 

１．出  席 

 

学校というのは、日常的に講義を受けて学習を進め

て行くのが基本の形態である。従って出席が重要視さ

れるのは当然のことである。出席には、量的な面（出

席回数）、質的な面（集中しての講義、学習）の両面が

あるので、１回１回の授業を大切にしなければならな

い。 

・講義のはじめと終わりの「礼」 

講義をする先生と講義を受ける学生との挨拶とし

て常識であり、正しく注目して「お願いします」、「あ

りがとうございました」の礼を行うことは大切なこ

とである。 

・出席点呼 

毎時間の出席点呼の際は、休憩時間とのけじめを速

やかにつけ、静かにして、大きく、明確に返事をし

なければならない。 

・私語について 

私語は自分の講義を受ける権利を放棄するだけで

なく、友人の講義を受ける権利をも阻害し、講義を

妨害する行為である。講義の妨害となるような行為

があるときは、退室を命じることがある。 

・携帯電話や電子機器について 

講義・実習中は、授業担当者の許可がある場合は携

帯電話（スマートフォン）及び電子機器（パソコン・

タブレット等）を使用できる。ただし、撮影及び録

音に関しては禁止する。 

（１）欠席 

欠席とは１日の所定の講義をすべて休むことであ

る。 

欠席しようとする者は理由の如何を問わず事前に

「欠席届」（様式１３－①）を提出しなければなら

ない（電話連絡も可）。やむを得ず事前に届出なく

欠席した者は、後日速やかに欠席届を提出しなけれ

ばならない。「速やかに」というのは、欠席後最初

に登校した日を指す。 

（２）欠課 

当該科目を休んで受講しなかった場合を “欠課”

という。 

 欠課は４回をもって１日の欠席とする。 

 ただし、夜間課程は、２回をもって１日の欠席とす

る。 

（３）遅刻 

 遅刻は各授業において授業開始時より２０分経過時

までの出席を指し、それ以降の出席は欠課とする。

ただし、交通機関等の事情による場合、駅長等の証

明を提出したときは、この限りではない。「遅刻届」

（様式１４）は速やかに担任に提出する。遅刻は３

回をもって１回の欠課とする。 

（４）早退 

早退は各授業において授業終了時まで２０分以内

の退出を指し、それ以前の退出は欠課とする。    

早退しようとする者は、事前にわかっている場合は

早退する前日までに「早退届」（様式１５）を提出

しなければならない。また、緊急の場合は早退時に

早退届を提出しなければならない。早退は遅刻と同

様に３回をもって１回の欠課とする。 

（５）公欠 

 次の事由による欠席は、事前に「公欠届」（様式１３

－②）を提出（緊急の場合は電話連絡および後日提

出も可）した場合に限り公欠とする。 

  ① 病院、施設、会社訪問、採用試験、内定式等の

就職に関する欠席。所定の報告書の提出が必要。 

  ② 実習の事前挨拶。 

③ 学校保健安全法施行規則第１８条第１９条に

よる欠席。（ただし、医師の診断書添付のこと） 

  ④ その他校長が認めたもの。 

＜事例＞ 

  実習のため「健康診断」を必要とし、そのため

の欠席。学外研修、資格試験等のための欠席。 

（６）忌引 

忌引については次の通りとし、所定の「公欠届」 



（様式１３－②）を提出すること。 

  ・父母、養父母、子、配偶者    ７日 

  ・祖父母、外祖父母、兄弟姉妹   ３日 

  ・伯父母、叔父母         ２日 

 ・その他の親族          １日 

  生活を一にする姻族は、血族に準ずる。 

 ① 死亡の当日から適用することを原則とする。 

② 死亡者が遠距離の場合でも旅日程数は加算しな

い。 

③ 保護者または後見人が父母でない場合も父母に

準じて行う。 

④ 曽祖父母についても祖父母に準じて行う。 

 

２．休  講 

 

（１）学校または授業担当者にやむを得ない事情が生

じたときは休講にすることがある。 

（２）気象通報（台風の場合）における休講は次の通

りとする。発令される警報は暴風警報のみを対

象とする。また、発令区域は大阪市全域のみと

する。 

 ① 授業または試験中に警報が発令された場合は、

校長の判断により学生は直ちに帰宅する。 

 ② 警報が午前７時までに解除されない場合は休校

とし、授業および試験は行わない。ただし、警

報が午前１０時までに解除された場合は、午後

からの授業および試験を行う。 

   また、午後３時までに警報が解除された場合は、

夜間部は授業および試験を行う。 

 ③ その他の詳細については、学内の掲示に従うこ

と（これは台風に関する取り決めであるが、各

人の居住地域、利用交通機関等の情勢を判断し、

適宜行動すること）。 

 ④ 学校への電話による問い合わせは特殊な事情が

発生したときを除き、しないこと。 

（３）気象情報（大雨による土砂災害等の場合）にお

ける休講は次の通りとする。また、発令区域は

近畿一円を対象とする。 

 ① 午後３時時点で大雨等の自然災害における公共

交通機関の運休が発生した場合、夜間部の授業

および試験は休講とする。休講となった授業お

よび試験については別途行う。 

 ② 午後３時以降で大雨等の自然災害による公共交

通機関も運休が発生した場合、学校より緊急連

絡網で学生に休講であることを告知する。 

 ③ 授業中および試験中に大雨等の自然災害による

公共交通機関の運休が発生した場合、すみやか

に休講とする。 

（４）ＪＲ、地下鉄、私鉄（大手５社）を中心とした

ストの場合の休講は次の通りとする。 

   ただし、ＪＲ、地下鉄、私鉄のいずれか１つの

みのストの場合は除く。 

 ① ストが午前７時までに解除されない場合は休講

として授業および試験は行わない。ただしスト

が午前１０時までに解除された場合は、午後か

らの授業および試験を行う。また、午後３時ま

でにストが解除された場合は、夜間部の授業お

よび試験は行う。 

 

３．特別活動について 

 

授業科目の履修の他に合宿、研修、見学、体育祭、

球技大会等の学校行事および特別活動の時間を設け、

教科目とは違った領域について、また異なった学習方

法によって、学生にさまざまな知識や経験を吸収させ

る教育の場を設定する。この学校行事および特別活動

によって達成し得ると期待される教育目標は、おおよ

そ次のようなものと考えられ、授業の一貫として実施

されるので、出席については平常授業日と同様に処理

する。 

 ① 学生相互間に友情と連帯感を発見させ確立させ

る。 

 ② 学生と教職員との間の相互理解と信頼を確かめ

広げる場とする。 

 ③ 開放された雰囲気の中で、学生は自主的に学問、

芸術、スポーツ、社会等について語り体験し、

自己の個性を拡充することができる。 

 ④ 組織と集団の中における生き方、討論の仕方、さ

まざまな立場における責任ある生き方等を身に

つけることができる。 



 ⑤ 実習についての心構えができるとともに、体験を

より深く掘り下げることができる。 

 ⑥ 就職や学生生活上必要な事項について、認識を深

めることができる。 

 ⑦ 講演会等を通じて、人生観、世界観の確立に資す

ることができる。 

 ⑧特別活動欠席時は、終日の活動であれば、昼間部

は４コマ・夜間部は２コマ、半日の活動であれ

ば、昼間部２コマ・夜間部１コマの欠課扱いで

届出を提出のこと。 

 

４．ガイダンス 

 

（１）ここでは入学時オリエンテーション、実習・研

修のオリエンテーション、就職指導、学校が行

う行事等の伝達の場となり、主たる内容は次の

通りとする。 

 ① 入学後の学習、学生生活の指導 

 ② 実習・研修の事前指導、事後指導 

 ③ 学校行事の説明会 

 ④ 就職指導 

 ⑤ その他 

（２）指導は年度初めの計画に基づき、指示された担

当者が行う。 

（３）実施単位は学年単位、学科単位、合同クラス単

位、クラス単位等、事前に指示される。 

 

５．学外実習、学外研修について 

 

ここでいう実習、研修とは学外で実施されるものを

いう。 

（１） 実習、研修は指定施設で、指定期間に履修しな

ければならない。 

（２） 縁故実習、研修は原則的に認められない。 

（３） 実習、研修において、所定の期間、実習、研修

ができなかった場合は、単位の認定を行うこと

ができない。 

（４） 実習用通学定期発行の申請について 

  ・この通学定期は、各学科のカリキュラム内で実

施される学外実習についてのみ発行されるもの

で、１カ月以上の期間実習する場合に限り申請

することができる。 

・申請手続きは各科学科長を通じて行う。 

・手続きには約１カ月を要するので、必ず実習開

始より１カ月以上前に申請を行う。 

  ・この通学定期は学外実習に関して特例として認

められるものであるから、実習以外の目的で使

用することはできない。 

 

（２）学籍について 

 

１．入学、進級、卒業 

 

（１）入学 

   学則第１９条による。 

（２）進級、卒業 

   学則第１０条による。   

（３）休学 

  ① ７日以上連続して休むことを「休学」という。 

  ② 病気、その他事由でやむを得ず休学するときは、

所定の「休学願」（様式１６）を学科長を通し

て校長に提出し許可を得なければならない。 

  ③ 休学期間を経過したとき、復学の手続きをとら

ないと学籍を失う。 

  ④ 休学期間中の場合、授業料を納めなくてよい。

但し、前年度末に休学届が提出された者に限る。 

  ⑤ 修業年限以上休学することはできない。 

  ⑥ 休学の期間は、連続して２年以内、通算して修

業年限以内とする。（学則第２１条４） 

（４）復学 

  ① 休学中の者が、再び就学することを「復学」と

いう。 

  ② 病気により休学していた者が復学する場合は、

就学に支障のない旨の医師の診断書が必要で

ある。 

  ③ 復学するには所定の「復学願」（様式１７）を

休学期限中に学科長を通して校長に提出しな

ければならない。 

（５）退学 

  入学した限りは学業を全うして卒業まで努力する



のが当然の義務であるが、やむを得ず学業を続け

ることが不可能となった者は、所定の「退学願」

（様式１８）を提出し、校長の許可を受けなけれ

ばならない。万一、中途退学等の場合にも、未納

学費があれば納入しなければならない。 

  退学時には学生証等、本学から発行された証明書

類を返却しなければならない。 

（６）留年 

  ① 所定の単位を修得できない者は、その申請によ

り留年を許可されることがある。 

② 留年中も、授業料を納めなければならない。 

 

２．学費納入について 

 

（１）学費納入は、銀行振込にて行い、振込書を領収 

書とする。（本人保管） 

（２）学費・諸経費の納入は所定の振込用紙にて指定 

の期日までに納入すること。 

（３）学費・諸経費の納入は一括納入とする。ただし、 

やむを得ず分納を希望する場合は、所定の「分 

納申請書」および「誓約書」を納入期日までに 

提出し申請を行うこと。 

 

（３）賞罰について 

 

１．表彰 

 

ほう賞 

  学則第２６条に加え、学生として表彰に値する行

為があった者は、教務委員会の議を経て、学校長

が表彰する。 

 

２．懲戒 

 

懲戒 

  学則第２７条にあるとおり、懲戒の種類は、戒告、

停学、退学の３種類とする。懲戒については、教

務委員会の議を経て学校長が行う。 

 （１）戒告・停学について 

   ① 性行不良なもの 

・試験における不正行為 

・その他 

   ② 学生としての本分に反したもの 

・施設または学校備品を故意に破損させた場

合または紛失させた場合 

    ・その他 

 （２）退学について 

   退学に関しては学則第２７条第３項に定めてあ

るとおりである。 

 


